様式第１号（第８条関係）
第　　　　　号
令和　　年　月　日

群馬県知事　山本　一太　様

住　　所
事業所名
代表者職氏名　　　　　　　

群馬県交通運輸事業者物ＤＸ推進補助金交付申請書
　
　群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金について、群馬県補助金等に関する規則第４条及び群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり申請します。

１　申請額
　　金　　　　　　　　　　　　円































２　申請担当者
	役職・氏名
	

	所属部署
	

	電話番号
	

	E-mail
	



３　補助金振込先口座　
	振替金融機関名
	

	本・支店名
	

	預金の種別
	

	口座番号
	

	（フリガナ）
預貯金口座名義
	




添付書類
（1） 補助対象経費に係る見積書及び補助金額の算出根拠
（2） 国又は地方公共団体による支援制度を活用している場合には、その内　　
容及び額を証明する書類
（3） 一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業の許可証もしくは証　　
明願の写し
（4） 振込先口座情報が確認できる通帳等の写し
（5） 旅客自動車運送事業等報告規則第２条に基づき関東運輸局に提出して
いる事業報告書一式の写しまたは貨物自動車運送事業報告規則第２条
[bookmark: _Hlk227248795]に基づき関東運輸局に提出している事業報告書一式の写し
（6） 県税に滞納がないことを証する書類
（7） 群馬県暴力団排除条例（平成２２年１０月２８日条例第５１号）、群　
馬県の事務事業からの暴力団排除に関する要綱（平成２３年３月２８　　
日制定）及び運用通知に基づく誓約書
（8） 不法就労対策に係る誓約書
（9） その他申請に必要な書類
















様式第２号（第９条関係）

群馬県指令交第　　　－　　号


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　


令和　　年　　月　　日付け第　　　号で申請のあった「群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）」について、群馬県補助金等に関する規則第５条及び群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第９条の規定に基づき、次のとおり交付します。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　山 本 　一 太


　１　事業の名称及び補助金の額

	事業の名称
	補助金の額

	
	円

	計
	円



　２　条　件
　（１）群馬県補助金等に関する規則及び群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱の定めに従うこと。
　（２）交付決定日の属する年度内に事業を完了すること。
　（３）交付決定前に着手している事業は、補助対象外とする。ただし、交付申請書の提出時に事前着手届を添付している場合を除く。
　（４）補助事業の遂行において交付要綱第５条第１項第６号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、県に報告し、警察に通報すること。



様式第３号（第１０条関係）

第　　　　　　号
令和　年　月　日

群馬県知事　山本　一太　様


住　　　　所
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　


群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金
（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）交付決定変更申請書


　令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって補助金の交付決定通知のありました標記補助金に係る補助対象事業の（内容・経費の配分）を変更したいので、別紙のとおり申請します。

	事業の名称
	交付申請額

	
	変更前
	変更後
	増減

	
	円
	円
	円

	計
	円
	円
	円




様式第４号（第１１条関係）

群馬県指令交第　　　－　　号


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　


令和　　年　　月　　日付け第　　　号で申請のあった「群馬県交通運輸事業者ＤＸ補助金（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）」について、群馬県補助金等に関する規則第５条及び群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、次のとおり交付決定の内容を変更します。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　山 本 　一 太


　１　事業の名称及び補助金の額

	事業の名称
	補助金の額
	増減

	
	変更前
	変更後
	

	
	円
	円
	円

	計
	円
	円
	円



　２　条　件
　（１）群馬県補助金等に関する規則及び群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱の定めに従うこと。
　（２）交付決定日の属する年度内に事業を完了すること。
　（３）交付決定前に着手している事業は、補助対象外とする。ただし、変更前の交付申請書提出時に事前着手届を添付している場合を除く。
　（４）補助事業の遂行において交付要綱第５条第１項第６号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、県に報告し、警察に通報すること。



様式第５号（第１２条関係）
第　　　　　号
令和　年　月　日

　群馬県知事　あて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金の事前着手届について

　令和　年　月　日付けで交付申請した標記補助事業について、下記のとおり補助金交付決定前に着手する必要があるため、下記条件を了承のうえ、届出ます。

記
　
　１　事前着手及び完了予定年月日
　　　・着手予定年月日：　　年　月　日
　　　・完了予定年月日：　　年　月　日

　２　交付決定前に着手を必要とする理由


（別記条件）
１　補助金交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等の事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は申請者が負担するものとする。
２　補助金交付決定を受けた補助金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議を申し立てないこと。
３　当該事業について、着手から補助金交付決定を受けるまでの期間内においては、計画変更を行わないこと。



















様式第６号（第１４条関係）
第　　　　　　号
令和　年　月　日

群馬県知事　山本　一太　様


住　　　　所　　
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　


群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金
（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）事業状況報告書

　令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって補助金の交付決定通知のありました標記補助金に係る補助対象事業の実施状況について、群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第１４条の規定により、別紙のとおり報告します。



様式第７号（第１５条関係）


第　　　　　　号
令和　年　月　日

群馬県知事　山本　一太　様


住　　　　所　　
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　


群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金
（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）事業完了実績報告書


　令和　　年　　月　　日付け第　　　号をもって補助金の交付決定通知のありました標記補助金に係る補助対象事業の完了実績について、群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第１５条の規定により、別紙のとおり報告します。

	事業の名称
	補助金
交付決定額
	事業完了実績額

	
	
	補助対象経費
	補助金額

	
	円
	円
	円

	計
	円
	円
	円





様式第８号（第１６条関係）

群馬県指令交第　　　－　　号


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　
名　称　　　　　　　　　　　　　　　　　


令和　　年　　月　　日付け第　　　号で実績報告のありました「群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）」について、群馬県補助金等に関する規則第７条及び群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第１６条の規定に基づき、次のとおり額を確定します。

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県知事　山 本 　一 太


　１　事業の名称


　２　補助金の額




様式第９号（第２３条第２項関係）


第　　　　　　号
令和　年　月　日

群馬県知事　山本　一太　様


住　　　　所　　
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　



財産処分承認申請書


　群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金（交通運輸事業者ＤＸ推進事業）に係る補助対象事業により取得した財産を、下記のとおり処分したいので、群馬県交通運輸事業者ＤＸ推進補助金交付要綱第２３条第２項の規定に基づき、申請します。

記
　
１　処分しようとする財産の明細

２　処分の内容

３　処分しようとする理由

４　その他必要な事項


